
栃 木 県 国 土 利 用 計 画 審 議 会 条 例

(昭和４９年１０月８日栃木県条例第４１号)

改正 平成１１年１２月２７日栃木県条例第３７号

（設置）
第１条 国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）第３８条第１項の規定に基づく審

議会その他の合議制の機関として、栃木県国土利用計画審議会（以下「審議会」とい
う。）を置く。

（組織）
第２条 審議会は、国土の利用及び土地利用に関し学識経験を有する者のうちから知事

が任命する委員２５人以内をもつて組織する。
２ 特別の事項を調査審議させるため、審議会に臨時委員を置くことができる。
３ 臨時委員は、国土の利用及び土地利用に関し学識経験を有する者のうちから、知事

が任命する。
４ 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

（任期）
第３条 前条第１項の委員の任期は、３年とする。ただし、委員が欠けた場合における

補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
２ 委員は、再任されることができる。
３ 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるもの

とする。

（会長）
第４条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

（会議）
第５条 審議会は、会長が招集する。
２ 会長は、審議会の議長となる。
３ 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の２分の１以上が出席しなければ、

会議を開くことができない。
４ 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決

し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（特別委員会）
第６条 審議会は、国土の利用及び土地利用に関し特別に調査審議する必要があると認

めるときは、特別委員会を置くことができる。
２ 特別委員会に属する委員は、会長が指名する。
３ 前２項に定めるもののほか、特別委員会の組織及び運営については、前２条の規定

を準用する。

（委任）
第７条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議

会にはかつて定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成１１年条例第３７号）
（施行期日）
第１条 この条例は、平成１２年４月１日から施行する。



国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）（抄） 

 
（目的） 

第１条 この法律は、国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、

土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するた

めの措置を講ずることにより、国土形成計画法（昭和２５年法律第２０５号）による

措置と相まつて、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的とする。 

 

（基本理念） 

第２条 国土の利用は、国土が現在及び将来における国民のための限られた資源である

とともに、生活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤であることにかんがみ、公共の

福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、地域の自然的、社会的、経済的及び文

化的条件に配意して、健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図るこ

とを基本理念として行うものとする。 

 

（都道府県計画） 

第７条  

３ 都道府県は、都道府県計画を定める場合には、あらかじめ、第３８条第１項の審議会  

その他の合議制の機関及び市町村長の意見を聴かなければならない。 

９ 第３項から前項までの規定は、都道府県計画の変更について準用する。 

 

（市町村計画） 

第８条 

５ 都道府県知事は、前項の規定により市町村計画について報告を受けたときは、第３８     

条第１項の審議会その他の合議制の機関の意見を聴いて、市町村に対し、必要な助言又  

は勧告をすることができる。 

６ 前３項の規定は、市町村計画の変更について準用する。 

 

（土地利用基本計画） 

第９条  

１０ 都道府県は、土地利用基本計画を定める場合には、あらかじめ、第３８条第１項の   

審議会その他の合議制の機関並びに国土交通大臣及び市町村長の意見を聴かなければ

ならない。 

１４ 第１０項から前項までの規定は、土地利用基本計画の変更（政令で定める軽易な変 

 更を除く。）について準用する。 

 

（審議会等） 

第３８条 この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都

道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県の区域における国土の利用に関する基本的な

事項及び土地利用に関し重要な事項を調査審議するため、都道府県に、これらの事項の

調査審議に関する審議会その他の合議制の機関（次項において「審議会等」という。）

を置く。 

２ 審議会等の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。 

 

国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）（抄） 

（審議会等の調査審議） 

第１５条 都道府県知事は、その管轄区域内において国土調査が実施される場合におい 

ては、国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）第３８条第１項に規定する審議会

等に対し、当該国土調査に関する重要事項について調査審議を求めることができる。 
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